






※行為の種類　①建築物その他工作物を新築，改築又は増築する場合

　　　　　　　②宅地を造成し，土地を開墾し，その他土地の形質を変更する場合

　　　　　　　③木竹を伐採する場合

緑の保全地区内において下記の行為を行う場合には事前に届出が必要にな

（１） 木竹を伐採すること（第１号）

（２） 建築物その他工作物を新築，改築又は増築すること（第 2 号）

（３） 宅地を造成し，土地を開墾し，その他土地の形質を変更すること（第 3 号）

（４） その他，当該緑の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をすること（第４号）

ただし，次にあげる通常の管理行為，軽易な行為については必要ありません。

① 間伐，枝打ち，整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採　

② 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

③ 木竹の伐採を伴わない建築物その他工作物の新築，改築又は増築で，その部分に係る面積が 10 ㎡以内の行為

④ 木竹の伐採を伴わない面積が 10 ㎡以下の土地の形質の変更で，高さが 1.5 ｍを超えるのりを生じる切土又は

盛土を伴わない行為　

⑤ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為　

⑥ 非常災害に伴う必要な応急措置のためにやむ得ず行う枝幹の切除　

⑦ 前各号に掲げるもののほか，地区ごとに定める緑化基準に応じて，緑の保全に影響を及ぼすおそれがない行為

緑の保全地区内における行為の届出は，行為を行なう前に
届出書（様式第７号）に次の図書を添付し，１部提出して

○ 代理人が届け出る場合は，委任状が必要です。

○ 届出者が土地所有者でない場合は土地所有者の行為承諾書を添付してください。

○ 行為の規模，内容によっては，土地利用計画図，景観計画図，木竹伐採計画図等参考となる図書を添付して

いただく場合があります。

● 届出行為の完了時には緑の保全又は緑化推進地区内行為完了届（様式第８号）に

完成写真を添付し，提出してください。

お問い合わせは
芦屋市都市政策部まちづくり課

TEL： 0797-31-2121(代）　FAX： 0797-38-2164

届出の必要な行為と添付図書

届け出の必要な行為

届出に必要な添付図書

（緑ゆたかな美しいまちづくり条例第 34 条第 1 項より）

平　面　図

緑地面積算定図

伐採計画図

状況カラー写真

方位，道路，目標となる地物

方位，敷地境界線，建築物，工作物，木竹等の位置，
届出に係る建築物と他の建築物との別

方位，行為地の境界，切土又は盛土部，法面及び擁壁

方位，付近の土地利用の現況，林況及び伐採区域

建築物の敷地面積，建築面積，求積図及び求積表

行為地の面積，求積図及び求積表

植栽面積，求積図及び求積表

植栽の区域，保存，伐採，移植，新たに植栽する木竹
( 色分けして着色 ) の名称，位置，高さ及び本数等

保存，伐採，移植，新たに植栽する木竹（色分けし
て着色）の名称，位置，高さ及び本数等及び伐採後
の土地利用の状況

敷地及びその周辺の状況

付近見取図

地　形　図

種　類 記載すべき事項等 行為の種類（※）

①　   ② 　   ③

配　置　図

敷地面積等算定図

行為地面積等算定図

植栽計画図
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